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１ 将来的に維持すべき目標頭数：１，０００～１，５００頭 

第３次千葉県特定鳥獣保護管理計画（ニホンジカ）で規定されています。 
（計画期間：平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで） 
 

２ 推定分布域 
調査年度 平成１３年度 平成２３年度 増減 

分布域（K㎡） ４４０ １，７７２ 
＋１，３３２ 

  （＋３０２.７％） 

  ○平成２３年度の調査結果により推定された生息分布域は１，７７２K㎡で、 

     平成１３年度の４４０K㎡に比べ、１０年間で約４倍に拡大していました。 
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捕
獲
数
（
頭
）

年 度

県による捕獲 市町等による捕獲 狩猟県による捕獲 市町等による捕獲 狩猟

３ 推定生息数 

平成２４年度末 平成２５年度末 増減 

９，９２３頭 １０，２６９頭 
＋３４６頭 

＋３．５％ 

   ※推定生息数は幅のあるものですが、わかりやすくするため中間値を記載し 

       ています。 

     ○平成１７年度以降で最も小さい増加率でした。 

    

４ 捕獲数  

区  分 平成２４年度 平成２５年度 増減 

市町等に 

よる捕獲 
２，８９９頭 ２，４５１頭 

－４４８頭 

(－15.5%) 

狩  猟 
１９８頭 

（内、銃猟９５頭） 

２１６頭 

（内、銃猟１４２頭） 

＋１８頭 

(＋９.１%) 

（銃猟＋４９.５%） 

県による 

捕   獲 
１７９頭 ５４頭 

－１２５頭 

(－６９.８%）

計 ３，２７６頭 ２，７２１頭 
－５５５頭 

(－１６.９%）

   ○市町等による捕獲は１５．５％減となりました。２月、３月の捕獲頭数が 
    大幅に減少しているため、大雪の影響が考えられます。 
   ○県による捕獲は６９．８％減となりました。要因は、平成２５年度は、 
    生息域の拡大を抑制するために、生息密度の低い生息域外縁部で捕獲を 
    実施したことと、実施時期が１２月から３月であったことから大雪の影響 
    が考えられます。 
   
  （捕獲数の推移） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ○捕獲数は平成１６年度以降一貫して増加していましたが、平成２５年度 
     は減少に転じました。 
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５ 農業被害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ○生息数の増加及び生息域の拡大が進んでいますが、防護柵の設置や捕獲等 
      の効果もあり、被害額は平成１２年度以降減少し、平成１６年度からは概 
      ね５００～７００万円台で推移しています。 

    ○しかしながら、生息数は依然増加傾向を示していることから、今後、新た 
      に拡大した地域の生息密度が増加した場合、農業被害が増加する可能性は 
      否定できません。 
 
６ 平成２５年度ニホンジカ猟の状況 

 ①銃猟 

  入猟承認状況 

市 町 名 承認チーム限度数 承認チーム数 

市 原 市 １ １ 

勝 浦 市 ３ ３ 

大多喜町 ５ ５ 

御 宿 町 １ ０ 

鴨 川 市 ５ ３ 

鋸 南 町 １ １ 

君 津 市 ７ ４ 

富 津 市 ４ ４ 

南房総市 １ ０ 

合 計 ２８ ２１ 

  ○申請チーム数２２、承認チーム数２１、不承認チームはありませんでした。 

  ○銃猟の１猟期あたりの捕獲制限１０頭／人のところ、上限に達した狩猟者 

   はおらず、平均捕獲数は、０.５３頭／人でした。 

 ②網猟及びわな猟 

  網猟及びわな猟の１猟期あたりの捕獲制限３０頭／人のところ、上限に達し 

  た狩猟者はおらず、網猟の捕獲数は１頭で、わな猟の最大捕獲頭は９頭／人 

  でした。 
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７ 平成２６年度のニホンジカ保護管理計画事業 

① 野生猿・鹿保護管理事業補助金の実施 
引き続き市町村が行うニホンジカの捕獲事業に対し補助する。 

  ② 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業（国交付金） 
    捕獲従事者に対し捕獲経費を補助する。 
  ③ 狩猟の実施（案） 

議案別紙参照 
※千葉県環境審議会鳥獣部会へお諮りしている件 

④ 県捕獲の実施 
 引き続き「野生鹿生息域拡大抑制対策事業」により生息域外縁部で捕獲を 
 行う。 

・ 捕獲場所：検討中 
・ 捕獲時期：冬期 
・ 捕獲方法：銃器以外の安全な方法で行う 
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ニホンジカ狩猟（案）に対する利害関係人からの意見聴取状況 

 
１ 意見聴取事項 

 （１）特定鳥獣（ニホンジカ）の捕獲等の制限の一部解除について 
     国：１人１日１頭まで → 千葉県：解除 
 （２）対象狩猟鳥獣（ニホンジカ）の捕獲等の禁止及び制限について 
     ①捕 獲 数 制 限：網猟・わな猟 →１人狩猟期間中３０頭まで 
              銃猟     →１人狩猟期間中１０頭まで 
     ②禁止すべき猟法：銃器（入猟者承認区域内の銃猟及び止めさしを除く） 
     ③場所・人数制限：銃猟     →入猟者承認制度 
 
２ 利害関係人からの回答数 

利害関係人 回答数 
２７人※ ２７人 

※次ページ「利害関係人名簿」のとおり 
 

３ 賛否等 

聴取事項 賛成 条件付賛成 反対 
（１） ２７人 ０人 ０人 
（２） ２６人 １人 ０人 

 
４ 条件付賛成の理由概要 

  入猟者承認制度における最低承認限度人数に届かないために狩猟が実施され 
  ない場所が出ると想定され、個体数、被害の増加が懸念されるため、安全面に 
  支障がなければ、最低承認限度人数（１０名）の見直しをしていただきたい。 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

利害関係人名簿 

職名 氏名(敬称略) 

関東森林管理局千葉森林管理事務所長 髙濱 美樹 

東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林 

千葉演習林長 
山田 利博 

一般社団法人千葉県猟友会会長 鈴木 理之 

千葉県自然保護連合代表 牛野 くみ子 

千葉県生物学会会長 西田 治文 

千葉県森林組合連合会代表理事会長 酒井 茂英 

千葉県農業協同組合中央会会長 小泉 勉 

千葉市長 熊谷 俊人 

市原市長 佐久間 隆義 

茂原市長 田中 豊彦 

長柄町長 成嶋 尚武 

長南町長 平野  貞夫 

睦沢町長 市原 武 

一宮町長 玉川 孫一郎 

大網白里市長 金坂 昌典 

勝浦市長 猿田 寿男 

いすみ市長 太田 洋 

大多喜町長 飯島 勝美 

御宿町長 石田 義廣 

館山市長 金丸 謙一 

鴨川市長 長谷川 孝夫 

南房総市長 石井 裕 

鋸南町長 白石 治和 

木更津市長 渡辺 芳邦 

君津市長 鈴木 洋邦 

富津市長 佐久間 清治 

袖ケ浦市長 出口 清 
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平成２６年度におけるニホンジカの狩猟に係る安全対策（案） 

 
（１）銃猟（シカ猟）における入猟者承認の活用 

   市町単位で承認チーム数（１チームを１０名～２０名とする）を設定し、

狩猟者の集中による事故の発生を防止する。 

（２）講習会の受講義務付 

   銃猟（シカ猟）については、県が開催する安全に関する講習会の受講を

義務付け、未受講者は不承認とする。 

   なお、講習会は２回開催するが、どちらか１回の受講をもって可とする。 

   手順は、次のとおり。 

① 抽選会の実施 

  抽選により承認候補チームを決定する。 

② 第１回目講習会の開催 

 ・受講者が１０名を超えたチーム：受講者を承認し、未受講者は承認候  

   補が維持される。 

 ・受講者が１０名に満たなかったチーム：受講者及び未受講者は承認候  

   補が維持される。 

③ 第２回目講習会の開催 

 ・第１回講習会で受講者が１０名を超えたチーム：第２回講習会受講者 

   を承認し、第１回講習会及び第２回講習会未受講者は不承認とする。 

 ・第１回受講者が１０名に満たなかったチーム：第１回講習会及び第２ 

   回講習会の合計受講者が１０名を超えた場合は、第１回講習会及び第 

   ２回講習会受講者を承認し、第１回講習会及び第２回講習会未受講者 

   は不承認とする。 

 ・第１回受講者が１０名に満たなかったチーム：第１回講習会及び第２ 

   回講習会の受講者を合計しても１０名を超えなかった場合は、第１回 

   講習会及び第２回講習会の受講者も含め、全員を不承認とする。 

（３）巡回指導の強化 

  ① 鳥獣保護員による巡回 

  ② 県職員による巡回 

    ③ 承認者であることがひと目で分るように腕章等（各市町ごとに色分け） 

       を作成し、承認者に着用を義務付ける。 

（４）狩猟解禁に関する広報の実施 

①県による広報 

・ホームページへの掲載 

・県民だよりへ掲載 

・狩猟期間中にハイキングを予定している団体等への周知 

②市町への広報依頼 

・ホームページへの掲載 

・市町広報誌への掲載 

・回覧による周知 

・無線による広報 

（５）狩猟者への啓発 

① 講習会において、安全狩猟を講義 

②  安全狩猟啓発用パンフレットの作成・配布 
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（６）関係機関等への情報提供・協力依頼 

① 狩猟事故・違反防止対策会議の開催 

   県関係機関・警察・海上保安庁・森林管理事務所・東京電力・NTT・

東大演習林・猟友会等関係機関を集めた会議を開催し、シカ猟の解禁に

ついて情報提供するとともに狩猟事故防止の取組みについて協力を依

頼する。 

② 安全対策会議の開催 

    上記（６）①の狩猟事故・違反防止対策会議を踏まえ、各地域振興事

務所及び自然保護課（千葉市・市原市）主催で、各市町村・地元警察署・

地元猟友会・鳥獣保護員等を集めた会議を開催し、シカ猟の解禁につい

て情報提供するとともに狩猟事故防止の取組みについて協力を依頼す

る。 

 

（７）その他 

   狩猟を実施していく中で発生した問題点や各関係者から出された要

望・提案等に対しては、その実施の可能性について十分に検討し柔軟に対

応する。 
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神 戸 鳥 獣 保 護 区 特 別 保 護 地 区 

神戸鳥獣保護区

特別保護地区
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神戸鳥獣保護区特別保護地区 指定公聴会開催結果 

 

１．名  称  神戸鳥獣保護区特別保護地区 

２．開催日時  平成２６年７月１６日（水）午後２時 

３．開催場所  安房合同庁舎３階 大会議室 

４．議 長 名  安房地域振興事務所  所長 澁谷 博之 

５．公 述 人  館山市長、香取区長、中郷区長、西町区長、川坂区長、上郷区長、 

安房神社宮司、南部林業事務所長、安房猟友会会長、 

千葉県森林組合安房支所長、安房農業協同組合代表理事組合長、 

館山野鳥の森管理事務所長、鳥獣保護員２名 

６．公述人出欠  

指名数 本人出席 代理出席 欠 席 
   
   
 

１４人 ５人 ３人 ６人 

７．公述人賛否等 

賛 成 条件付賛成 反 対 
   

 
   ８人 ６人 ０人 

８．傍聴者 

   ０人 

９．公述人の意見 

・有害鳥獣による被害があるため、捕獲許可等について配慮願いたい。（館山市長） 

・イノシシ、アナグマ、キジ、ゴイサギ、アオサギ等による農作物被害やハクビシン、

アライグマ、アカゲザル、キョン等の外来種が増加している。被害を及ぼさない鳥獣

に関しては賛成だが、イノシシ、サル等の有害鳥獣は除く。（香取区長、川坂区長、

上郷区長、安房神社宮司、館山野鳥の森所長、鳥獣保護員が同様の意見） 

・賛成だが、捕獲の推進、防護柵の設置、耕作放棄地対策等は並行して行っていただき

たい。（森林組合安房支所長） 

・今年神戸地区でキツネを発見したが、生息鳥獣に入っていないので調査をお願いした

い。（安房猟友会長） 

10．議長の判断 

当該地域は、特別保護地区として設定されるべきと判断する。ただし、農作物への被

害に対し、有害鳥獣駆除を含め対策を検討していく必要がある。 

（事由） 

地元代表を含むさまざまな公述人から農作物被害対策を求める意見が出されてお

り、鳥獣の適正管理と農作物被害の軽減について、さらなる配慮が必要と思われるが、

反対者はなく、設定は妥当であると判断する。 
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富 津 岬 鳥 獣 保 護 区 特 別 保 護 地 区 

富津岬鳥獣保護区

特別保護地区
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富津岬鳥獣保護区特別保護地区 指定公聴会開催結果 

 

１．名  称  富津岬鳥獣保護区特別保護地区 

２．開催日時  平成２６年７月８日（火）午後２時 

３．開催場所  君津合同庁舎４階 大会議室 

４．議 長 名  君津地域振興事務所  所長 渡辺 雅則 

５．公 述 人  富津市長、富津新町区長、中部林業事務所長、君津土木事務所長、 

千葉県森林組合君津支所長、君津市農業協同組合代表理事組合長、 

富津漁業協同組合代表理事組合長、新富津漁業協同組合代表理事組合長、 

富津市観光協会会長、君津猟友会会長、鳥獣保護員 

６．公述人出欠  

指名数 本人出席 代理出席 欠 席 
   
   
 

１１人 ３人 ２人 ６人 

７．公述人賛否等 

賛 成 条件付賛成 反 対 
   

 
   １１人 ０人 ０人 

８．傍聴者 

   ０人 

９．公述人の意見 

・東京湾岸で数少ない干潟が残る地域であり、鳥獣を保護する環境を維持していくため

にも必要である。（鳥獣保護員） 

・当地区の県有林はクロマツ林を主体に広葉樹が混ざる樹林で、野生鳥類の生息に適し

ている。区域内には遊歩道も整備され、野鳥観察等にも適している。（中部林業事務

所長） 

・タヌキ、ハクビシン等中型獣による被害は近隣で発生しているが箱わなで対応可能で

あり、また、当地区はサル、イノシシ、シカ等大型有害獣がいないため賛成する。 

（君津猟友会長） 

10．議長の判断 

野生鳥獣生息環境調査で区域内では多数の鳥類の生息が確認されており、また、本件

に係る公述人の意見は全員賛成であることから、当該地域を特別保護地区として指定す

ることは、当該区域に生息する野生鳥獣の生息環境を保全するために適当であると判断

する。 
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利害関係人への意見聴取結果（オスヤマドリ狩猟制限） 

 

 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第12条第6項により準用する第7条第5項の

規定により、狩猟制限を行うに当たり利害関係人への意見聴取を行った結果は、以下の  

とおりであった。 

 

１ 利害関係人 

 所    属 職 氏 名 

１ 千葉県森林組合連合会 会長 酒井 茂英 

２ 千葉県農業協同組合中央会 会長 小泉 勉 

３ 林野庁関東森林管理局千葉森林管理事務所 所長 髙濱 美樹 

４ 一般社団法人千葉県猟友会 会長 鈴木 理之 

５ 千葉県自然保護連合 代表 牛野 くみ子 

６ 日本野鳥の会千葉県 会長 志村 英雄 

 

２ 照会事項 

毎年 1 月 16 日から 2 月 15 日までを捕獲禁止とする制限を 5 年間延長することに  

ついて 

 

３ 賛否 

賛成６、反対０ 

 

４ 意見等 

・まだいる、まだいると思っているうちに「トキ」のような状態になるのは意外と   

早い。捕獲制限を行うことに賛成。（千葉県自然保護連合） 

・千葉県が提示している制限を行う「理由」に賛成。（日本野鳥の会千葉県） 

・国有林の管理経営上特に支障ない。（林野庁関東森林管理局千葉森林管理事務所） 
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～
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（
20
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千
葉
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に
お
け
る
キ
ツ
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の
目
撃
情
報
の
変
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お
い
て
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ツ
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目
撃
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シ
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シ
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し
た
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図
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を
引
用
し
た
。
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利害関係人への意見聴取結果（キツネ捕獲禁止） 

 

 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第12条第6項により準用する第7条第5項の

規定により、狩猟制限を行うに当たり利害関係人への意見聴取を行った結果は、以下の  

とおりであった。 

 

１ 利害関係人 

 所    属 職 氏 名 

１ 千葉県森林組合連合会 会長 酒井 茂英 

２ 千葉県農業協同組合中央会 会長 小泉 勉 

３ 林野庁関東森林管理局千葉森林管理事務所 所長 髙濱 美樹 

４ 一般社団法人千葉県猟友会 会長 鈴木 理之 

５ 千葉県自然保護連合 代表 牛野 くみ子 

６ 日本野鳥の会千葉県 会長 志村 英雄 

 

２ 照会事項 

捕獲の禁止を 5年間延長することについて 

 

３ 賛否 

賛成６、反対０ 

 

４ 意見等 

・千葉県内で分布が拡大しているとはいえ、生息密度は低いとの調査結果。地域個体

群を維持する上でも捕獲禁止は当然。（千葉県自然保護連合） 

・千葉県が提示している制限を行う「理由」に賛成。（日本野鳥の会千葉県） 

  ・国有林の管理経営上特に支障ない。（林野庁関東森林管理局千葉森林管理事務所） 
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小委員会の運営に係る鳥獣部会の決定事項 

 

 

審 議 項 目 
小委員会
への付議
の可否 

小委員会
決議を部
会決議と
すること
の可否 

部会での審議 備考 

 
鳥獣保護法に基づく特定鳥獣保護管理計画に関すること（ニホンザル・ニホンジカ・イノシシ） 

 

 

計画の策定 
 

○ 
 

 
×（提案） 

 

 
○ 
 

  

計画の変更 ○ ×（提案） ○  

 

 

 

県独自の狩猟制限 ○ ×（提案） 
 
○ 
 

  

計画の進行管理等 ○ ○（報告） 
 
× 
 

 
部会員へ報告 
 

 

 
外来生物法に基づく特定外来生物防除実施計画に関すること 

（アカゲザル・キョン・アライグマ） 

 

計画の更新・廃止 ○ ×（提案） 
 
○ 
 

 
 

 

計画の変更 ○ ○（報告） × 
 
部会員へ報告 
 

 

計画の進行管理等 ○ ○（報告） × 
 

〃 
 

 

 

 

鳥獣保護事業計画に関す
ること 

× × 
 
部会において審議する 
 

 

鳥獣保護区の指定及び拡
張変更に関すること 

× 
 

× 
 

 
〃 

 
 

鳥獣保護法にかかる狩猟
規制について（ニホンジ
カを除く。） 

× × 
 

〃 
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報告第２号 

 

第３次千葉県特定鳥獣保護管理計画（ニホンジカ）に基づく平成２６年度  

の事業実施方針について 
 

  法第７条の規定に基づき策定した第３次千葉県特定鳥獣保護管理計画（ニ

ホンジカ）の進行管理 
 

（法：鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律） 
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第３次千葉県特定鳥獣保護管理計画（ニホンジカ）に基づく 

平成２６年度の事業実施方針について 

 

１ 内 容 

  別紙「第３次千葉県特定鳥獣保護管理計画（ニホンジカ）に基づく平成  

２６年度の事業実施方針について」のとおり 

 

２ 目 的 

第３次千葉県特定鳥獣保護管理計画（ニホンジカ）に基づき、生息状況調

査を実施するとともに、県内に生息するニホンジカの生息域の拡大抑制、低

密度地域での効果的な捕獲方法の知見等の基礎資料を得るための捕獲事業を

実施する。 

 

３ 事業実施期間 

  平成２６年１２月から平成２７年３月下旬まで 

 

４ 理 由 

本県では、平成２３年度に第３次千葉県特定鳥獣保護管理計画（ニホンジ

カ）を公聴会、千葉県環境審議会等を経て策定したところであり、同計画の

中で県はできる限り経年的に「生息状況等モニタリング」を実施することと

なっている。 

また、平成２２年度からは「個体数調整」及び「効果的な捕獲方法の検証」

のための捕獲事業を実施しているところである。 

このため、県捕獲事業及び生息状況調査の実施地域について、別紙のとおり

実施することとする。 
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（別紙） 
第３次千葉県特定鳥獣保護管理計画（ニホンジカ）に基づく 

平成２６年度の事業実施方針について 

 

１ 捕獲事業について 

（１）実施期間 

平成２６年１２月下旬から平成２７年３月２５日まで 

 

（２）捕獲実施地域 

大多喜町（Ｏ８～Ｏ１１ﾕﾆｯﾄ）、君津市（Ｔ７、Ｔ１０、Ｔ１１ﾕﾆｯﾄ）、

市原市（Ｉ１ﾕﾆｯﾄ） 

 

（３）選定理由 

北側への生息域の拡大を抑制するとともに、低密度地域における効果的

な捕獲方法の知見や、今後の捕獲に関する基礎資料を得るため、生息域の

拡大を抑制するうえで特に重要な地域（拡大防止地域に隣接し、メスの分

散源となる農業優先地域）である、勝浦市、大多喜町、君津市、富津市、

市原市の対象となるユニットから選定して捕獲事業を実施する。 

 

 （４）昨年度との変更点 

なし 

 

２ 生息状況調査（糞粒調査）について 

（１）実施ライン数 

平成２６年度は鴨川市３９ライン、勝浦市１４ライン、大多喜町２６ラ

イン、いすみ市（シカ保護管理ユニットＨ２）３ラインの計８２ライン 

ニホンジカとキョンの糞粒調査を併せて実施し、糞は短径が７ｍｍ以上

のものはニホンジカ、７ｍｍ未満のものはキョンとして区分して集計する。 

 

（２）調査時期 

    平成２６年１２月～平成２７年１月の間  

    

（３）昨年度との変更点 

県内の生息域を３つに区分して３年で一回りするように調査を実施し

ているため、今年度は上記２（１）に示した市町で調査を実施する。 

 



29 
 

H25：76+①+②=80ﾗｲﾝ
H26：79+③=82ﾗｲﾝ
H27：64+①+②+③=71ﾗｲﾝ

今後、毎年調査するユニット
①G1（鴨川市）：2ﾗｲﾝ
②U1（勝浦市）：2ﾗｲﾝ
③H2（いすみ市）：3ﾗｲﾝ

銚子市

東庄町香取市

横芝光町

匝瑳市

多古町

芝山町

山武市

東金市

九十九里町

大網白里町

茂原市 白子町

長生村
長柄町

長南町 一宮町

睦沢町

いすみ市

南房総市

大多喜町

御宿町

勝浦市

市原市

袖ヶ浦市

木更津市

君津市

富津市

鋸南町

館山市

H25以降の糞粒調査計画（案）

神崎町

成田市
栄町

印西市

我孫子市

白井市

野田市

流山市

鎌ヶ谷市

市川市 船橋市

佐倉市
酒々井町

習志野市

浦安市 千葉市

四街道市

松戸市

八千代市

旭市

八街市

富里市

鴨川市

柏市

１ 目標捕獲数 

平成２６年度当初 

推定生息数 
目標 

最低捕獲数 

（＝推定増加数） 
目標捕獲数 

１０，２６９頭 
生息数を 

減少させる 

３，５１２頭 

（中間値） 
最大限捕獲する 

○これまで、推定増加数（中間値）を目標に捕獲を進めてきたが、推定生息 

 数を減少させるに至っていなかったため、推定増加数以上に捕獲を進め、 

 最大限捕獲することとする。 

 
２ 平成２６年度野生鹿生息域拡大抑制対策事業 

  ①目的：南北への生息域の拡大を抑制するうえで特に重要な地域（拡大防止地 

      域に隣接し、分散源となる農業優先地域を中心としたユニット）で 

      捕獲を行い、生息数の調整を図り、併せて効果的な捕獲方法の知見や、 

      今後の捕獲に関する基礎資料を得る。 

  ②実施期間：平成２６年１２月下旬から平成２７年３月２５日まで 

  ③捕獲実施候補地域 
   市原市（Ｉ１～Ｉ３、Ｉ５）、大多喜町（Ｏ８～Ｏ１１）、鋸南町（Ｎ２、Ｎ 
   ３）、君津市（Ｔ７、Ｔ９～１２） 
 
３ 糞粒調査 

  ①実施ライン数：８２ライン 
  ②調査時期：平成２６年１２月～平成２７年１月の間 
 



 

千葉県環境審議会運営規程 

 

（趣旨） 

 第１条 この規程は、千葉県環境審議会（以下「審議会」という。）の議事及び運営に 

関し、千葉県行政組織条例（昭和３２年千葉県条例第３１号）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

  （所掌事務） 

 第２条 審議会は、法律及び条例の定めるところにより、次の各号に掲げる事務を所掌 

する。 

  一 環境基本法（平成５年法律第９１号）第４３条第１項の規定により、知事の諮問に

応じ、県の環境保全に関して、基本的事項を調査審議すること。 

二 公害防止事業費事業者負担法（昭和４５年法律第１３３号）第６条第１項の規定

により、知事が公害防止事業に係る費用負担計画を定める場合（同法第８条第１項

の規定により当該計画を変更する場合を含む。）に、その諮問に応じ、意見を述べ

ること。 

三 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和４５年法律第１３９号）第３条 

第３項の規定により、知事が農用地土壌汚染対策地域を指定する場合（同法第４条

第１項の規定により当該地域の区域を変更し、又はその指定を解除する場合を含

む。）又は同法第５条第５項の規定により、知事が農用地土壌汚染対策計画を定め

る場合（同法第６条第１項の規定により当該計画を変更する場合を含む。）に、  

その諮問に応じ、意見を述べること。 

四 大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第５条の３第２項の規定により、 

知事が指定ばい煙総量削減計画を定める場合（同条の３第６項の規定により当該 

計画を変更する場合を含む。）に、その諮問に応じ、意見を述べること。 

  五 水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）第２１条第１項の規定により、県域

に属する公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止に関する重要事項について、その

諮問に応じ、調査審議し、又は意見を述べること。 

六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第５条の５ 

第３項の規定により、県が廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更する場合に、そ

の諮問に応じ、意見を述べること。 

七 自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号）第５１条第２項の規定により、温泉

法（昭和２３年法律第１２５号）及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

（平成１４年法律第８８号）の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議

するほか、知事の諮問に応じ、県における自然環境の保全に関する重要事項を調査

審議すること。 

  八 前各号に掲げるもののほか、法令又は条例の規定により、その権限に属する                                       

事務。 

 ２ 審議会は、前項各号に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。 

 

 



 

  （会議の招集） 

 第３条 会長は、審議会を開催しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議案を

委員に通知するものとする。 

  （部会の設置等） 

 第４条 審議会に次の表の上欄に掲げる部会を置き、当該下欄に掲げる事務を所掌させる。 

大気環境部会 １ 大気環境の保全に係る重要な事項に関すること。 

２ 交通環境対策に係る重要な事項に関すること。 

３ 悪臭防止に係る重要な事項に関すること。 

４ 騒音防止に係る重要な事項に関すること。 

５ 振動防止に係る重要な事項に関すること。 

水環境部会 １ 水環境の保全に係る重要な事項に関すること。 

２  地盤環境の保全に係る重要な事項に関すること。 

３ 土壌環境の保全に係る重要な事項に関すること。 

廃棄物・ﾘｻｲｸﾙ部会 １ 廃棄物処理に係る重要な事項に関すること。 

２ 資源循環の推進に係る重要な事項に関すること。 

自然環境部会 １ 自然環境の保全に係る重要な事項に関すること。 

２ 自然公園に係る重要な事項に関すること。 

鳥獣部会 １ 野生鳥獣の保護及び狩猟に係る重要な事項に関すること。 

２ 特定外来生物に係る重要な事項に関すること。 

温泉部会 １ 温泉に係る重要な事項に関すること。 

企画政策部会 

１ 環境保全に係る重要な事項(他の部会の所掌に属するものを除
く。)に関すること。 

２ 地球温暖化対策に係る重要な事項に関すること。 
３ 環境学習に係る重要な事項に関すること。 

 ２ 会長は、必要と認めるときは、特別の案件を審議するため、前項に規定する部会以外

の部会（次項に規定するものを除く。）を設置することができる。 

 ３ 会長は、必要と認めるときは、二以上の部会の所掌に係る案件について審議するため、

二以上の部会の合同の部会を設置することができる。 

４ 部会長は、部会を開催しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議案を当該

部会に属する委員に通知するものとする。 

  （諮問の付議） 

第５条 会長は、知事の諮問を受けた場合は、当該諮問を前条の規定により設置した適

当な部会に付議することができる。 

  （部会の決議） 

 第６条 部会の決議は、会長の同意を得て審議会の決議とすることができる。 

 ２ 会長は、一の部会の決議を他の部会の審議に付することが適当と認めるときは、当該

決議に係る案件を当該他の部会に付議するものとする。 

 ３ 会長は、第１項の同意をしたときは、その同意に係る決議を審議会に報告するものと

する。 

 （小委員会の設置等） 

第７条 部会は、必要に応じ、その定めるところにより、小委員会を置くことができる。 



 

 ２ 小委員会に属すべき委員、専門委員又は臨時委員は、部会長が指名する。 

 ３ 小委員会に委員長を置き、部会長の指名により、これを定める。 

 ４ 第４条第４項、第５条、第６条の規定は、小委員会において準用する。この場合、知

事の諮問は会長からの付議、前条は第７条第１項、会長は部会長、部会長は委員長、審

議会は部会、部会は小委員会と読み替えるものとする。 

   （書面による審査） 

第８条 会長、部会長又は委員長は、必要と認めたときは、期日を指定し書面で委員の

意見を聴き、会議の議決に代えることができる。 

２ 前項の場合において、指定期日までに到着しない意見書は、議決の数に加えないも

のとする。 

（関係者からの意見の聴取等） 

第９条 会長、部会長又は委員長は、必要と認めるときは、審議会、部会又は小委員会

の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

  （会議の公開） 

 第１０条 審議会、部会及び小委員会の会議は、公開とする。ただし、公開することによ

り公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれ又は特定の者に不当に利益を与え

若しくは不利益を及ぼすおそれがある場合には、審議会、部会又は小委員会の決定に

よりその会議の全部又は一部を公開しないことができる。 

２ 会長、部会長又は委員長は、会議の円滑かつ静穏な進行を確保する観点から、傍聴

人の数の制限その他必要な制限を加えることができる。 

  

   （会議録） 

第１１条 審議会、部会及び小委員会の議事については、会議録を調製し、会議の概要

を記載しておかなければならない。 

 ２ 審議会、部会及び小委員会の会議録は、公開するものとする。ただし、公開すること

により公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれ又は特定の者に不当に利益を

与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある場合には、審議会、部会又は小委員会の決

定により会議録の全部又は一部（発言者の氏名を含む。）を公開しないことができる。 

（特別委員、専門委員及び臨時委員） 

第１２条 特別委員の任期は、当該関係行政機関の職にある期間とする。 

２ 特別委員は、当該特別の事項に関するものに限り会議に加わり、議決することがで

きる。 

３ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査審議が終了したとき

は、解任されるものとし、委員の任期を超えることができない。 

４ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関するものに限り会議に加わり、

議決することができる。 

５ 第３項及び第４項の規定は、臨時委員において準用する。この場合、専門委員は臨

時委員と読み替えるものとする。 

  （雑則） 

 第１３条 この規程に定めるもののほか、審議会、部会及び小委員会の議事及び運営に関



 

し必要な事項は、会長、部会長又は委員長が定める。 

   附 則 

  この規程は、平成６年８月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１３年９月１日から施行する。 

 附 則 

１ この規則は、平成１４年６月１４日から施行する。 

２ 平成１４年６月１３日以前に開催した審議会については、第９条第１項の規定は 

適用しない。 

   附 則 

この規則は、平成１５年７月２４日から施行する。 

   附 則 

この規則は、平成２１年７月１２日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２５年８月２８日から施行する。 
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千葉県環境審議会鳥獣部会運営規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、千葉県環境審議会運営規程（以下「審議会規程」という。）   

第７条及び第１３条の規定により、千葉県環境審議会鳥獣部会（以下「部会」と  

いう。）の議事及び運営に関し、審議会規程に定めるもののほか、必要な事項を  

定めるものとする。 

 

（小委員会の設置等） 

第２条 部会に下表の左欄に掲げる小委員会を置き、それぞれ対応する同表の右欄に

掲げる事務を所掌する。 

小委員会の名称 所掌事務 

ニホンザル小委員会 ニホンザルの保護管理に関すること。 

ニホンジカ小委員会 ニホンジカの保護管理に関すること。 

アカゲザル小委員会 アカゲザルの防除に関すること。 

キョン小委員会 キョンの防除に関すること。 

アライグマ小委員会 アライグマの防除に関すること。 

２ 部会長は、必要と認めるときは、特別の案件を審議するため、前項に規定する  

小委員会以外の小委員会を設置することができる。 

３ 部会長は、必要と認めるときは、二以上の小委員会の所掌に係る案件について 

審議するため、二以上の小委員会の合同の小委員会を設置することができる。 

 

（諮問の付議） 

第３条 部会長は、千葉県環境審議会会長から諮問の付議を受けた場合は、当該諮問

を前条により設置した適当な小委員会に付議することができる。 

  ただし、鳥獣保護事業計画、鳥獣保護区の指定及び拡張に関する事項については

この限りでない。 

 

（小委員会の会議） 

第４条 小委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長と 

なる。 

２ 会議は、委員、専門委員及び臨時委員（以下「委員等」という。）の半数以上の

出席がなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員等の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の  

決するところによる。 
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（小委員会の決議） 

第５条 部会長は、一の小委員会の決議を他の小委員会に付することが適当と認める

ときは、当該決議に係る案件を当該他の小委員会に調査審議させることができる 

ものとする。 

２ 審議会規程第７条第４項の規定により準用する同規程第６条第１項の規定は、次

の各号に掲げる事項についてのみ適用する。 

 一 特定鳥獣保護管理計画の進行管理及び当該計画の変更を伴わない実施方法等

の改善に係る検討に関する事項 

 二 特定外来生物防除実施計画の変更、進行管理及び当該計画の変更を伴わない 

実施方法等の改善に係る検討に関する事項 

 三 前２号に掲げるものの他、あらかじめ部会で議決した事項 

 

（雑則） 

第６条 この規程に定めるもののほか、部会及び小委員会の議事及び運営に関し  

必要な事項は部会長又は委員長がそれぞれ定める。 

 

  附 則 

 この規程は、平成２５年８月２８日から施行する。 


